
国と地⽅のシステムＷＧ（第５回） 資料

平成29年4月
法務省民事局

• 農地の貸付け及び時効取得に関する制度提案について／所有者
所在不明の⼟地の利⽤を拡⼤する制度改正について

• 不動産登記制度について
• 相続登記の促進の取組について
• ⾏政機関間での情報連携を図るための仕組みの構築について
• （参考）H29.3.16第３回国と地⽅のシステムＷＧ御説明内容
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・ 提案に係る制度の詳細は必ずしも明らかではないが，今後，農林水産省において制度
の具体化を検討される場合には，法務省としても，民事基本法や不動産登記法を所管す
る立場から，必要な協力をする考え

・ 所有者の所在の把握が困難な土地への対応は，農地の集約化のみならず，森林の適正
な管理，公共事業用地の取得等の様々な分野で問題となっており，重要な課題と認識

・ 所有者の所在の把握が困難な土地の利用を拡大する制度改正については，実態や利活
用の具体的ニーズを踏まえ，財産権の保障にも配慮しつつ，民事基本法や不動産登記法
を所管する立場からどのような対応が可能かについて，関係省庁と連携しながら検討を
進めていく

農地の貸付け及び時効取得に関する制度提案について

所有者所在不明の土地の利用を拡大する制度改正について
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不動産登記制度について（１）

いわゆる所有者不明⼟地は，現在どの程度発⽣しているか。

国⺠の権利の保全を図り，もって不動産に関する取引の安全と円滑に資するため，不動産の表⽰及び不
動産に関する権利を⼀定の公簿（登記簿）に公⽰する制度をいう。

不動産登記制度とは

 表⽰に関する登記とは

⼟地：所在，地番，地⽬，地積等
建物：所在，家屋番号，種類，構造，床⾯積等

 ⼟地や建物がどこに位置しているか
 どのような形状等となっているか

権利の客体である不動産の物理的状況を公⽰するため，登記記録の表題部にする登記

 権利に関する登記とは（１）

※登記することができる権利
所有権，地上権，永⼩作権，地役権，先取特権，
質権，抵当権（根抵当権），賃借権及び採⽯権

 誰が所有することとなったのか
 どのような担保権が設定されたか
 誰が使⽤収益できることとなったか

不動産の動的な権利関係（変動）を公⽰するため，登記記録の権利部にする登記
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不動産登記制度について（２）

いわゆる所有者不明⼟地は，現在どの程度発⽣しているか。

登記は，法令に別段の定めがある場合を除き，当事者の申請⼜は官庁若しくは公署の嘱託がなければ，
することができない（不動産登記法第１６条第１項）。

権利に関する登記の申請は，原則として，登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない
（同法第６０条）。

⇒虚偽の登記がされることを防⽌する観点から，その登記をすることによって直接利益を受ける者
と，不利益を受ける者とが共同して登記の申請をすべきものとしている。

●相続による登記
相続⼜は法⼈の合併による権利の移転の登記は，登記権利者が単独で申請することができる（不

動産登記法第６３条第２項）。

⇒相続による権利の移転にあっては，登記義務者に当たる者が現存しない。
⇒「相続」を原因とする権利取得の登記は，⼾籍，除籍の謄抄本等により，被相続⼈の死亡の
事実とその相続⼈を証明することができる。

●申請主義

●共同申請主義

例外として

 権利に関する登記とは（２）
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不動産登記制度について（３）

 対抗⼒：登記がされると，第三者に対して権利があると主張することができる。

 権利推定⼒：登記には公信⼒がないが，登記は国家機関が法律に基づいて⾏うことから，記録どおりの
実体的な権利関係が真実に存在するという推定を⽣じさせる効⼒がある。

【⺠法第１７７条】「不動産に関する物権の得喪及び変更は，不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）その他の登記に
関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ，第三者に対抗することができない。」

 形式的確定⼒：登記には，その登記が存在する以上は，その登記が有効であるか無効であるかを問わず，
その後の登記⼿続は，その登記を無視して⼿続をすることができないという効⼒がある。

 登記の効⼒

 登記記録の編成

 登記記録の編成は，権利の客体である不動産を
単位とする編成となっている（不動産に関する
取引そのものや，権利の主体である各個⼈を単
位とする編成となっているのではない。）。
⇒ 物的編成主義
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相続登記の促進の取組について

法務省・法務局における相続登記促進の取組

 相続登記の必要性について理解が進むよう,平成２７年２⽉から，相続登記の促進に関する
記事を法務省のホームページに掲載して広報を開始

 平成２８年５⽉には，法務省では，関係資格者団
体と共同してリーフレットを作成し，各地の法務
局では，そのリーフレットを，市区町村の協⼒の
下，死亡届を受理する窓⼝等へ備付けるほか，相
続登記を促すポスターを掲⽰

 平成２８年３⽉には相続登記の添付書⾯に関する通達の⼀部⾒直しを⾏い，⼿続を簡素化し，
申請⼿続の負担を軽減

 平成２９年５⽉に，相続登記を促進するための新たな制度として「法定相続情報証明制度」
を創設する予定
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 連携サーバを活用して情報連携することで，セキュリティ
が向上する。

 連携サーバを活用することで，労力を要さずに情報提供・
連携が可能となる。

 地図，地積測量図，建物図面等をデータ提供
 リアルタイムでの情報提供・連携が可能となる。

 USB等の媒体を用いて情報提供・連携を行っているた
め，媒体紛失等，セキュリティ面の問題がある。

 USB等の物理媒体により情報提供・連携を行うことは，提
供側受領側双方にとって労力を要する。

 地図，地積測量図，建物図面等の写しの作成が負担
 情報の授受に時間を要する。

 登記情報システムの更改において，⾏政機関に対して，オンラインによりいつでも登記情報を提供可能
とする仕組みを構築し，平成３２年度からの運⽤開始を⽬指す。

 情報提供に際しては，連携サーバを活⽤する。

施策実施後現状

現
状
課
題

施
策
概
要

登記所 市町村

記憶媒体

登記所 市町村

連携サーバ

法務省

USB等の媒体紛失等の

危険があり，セキュリティ
面に問題

情報の授受に時間を
要する。リアルタイム
情報連携不可

他行政機関

USB等の媒体連携で

は，提供側受領側双方
の労力が必要

法務省

他行政機関

連携サーバによる情報連
携で，セキュリティが向上

連携サーバを活用するこ
とで，労力を要さずに情
報提供・連携が可能

リアルタイムでの情
報提供・連携が可能

【前提】不動産登記情報は，既に固定資産課税台帳や農地台帳，林地台帳等様々な観点から，法令の根拠
に基づいて他の機関に情報提供を実施しているところ。

⾏政機関間での情報連携を図るための仕組みの構築について
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（参考）H29.3.16第３回国と地⽅のシステムＷＧ御説明内容

 登記制度は，不動産についての権利関係等を公⽰するためのものであり，記録される情報
（⽒名，住所等）がすべからく公表されることを前提にシステムを整備。そのため，公表す
ることができないマイナンバーを，登記情報と連携させることについては，法制上・システ
ム上の観点から慎重に検討

 マイナンバーを把握するには，登記申請を契機とすることとなるが，⼀般的に登記申請は，
多くともマイホームの取得，ローン完済，相続登記の三度程度と限定的

 現⾏法上は，マイナンバーの利⽤を社会保障，税，災害対策の３分野に限定。また，マイナ
ンバー制度は，情報の⼀元管理をすることはなく，情報の分散管理をすることとしている。
前述のとおり，登記記録は物的編成主義を採⽤しており，権利の主体である各個⼈を単位と
した⼀元管理は⾏っていないところ，登記情報とマイナンバーの連携は，登記情報について
個⼈を単位とした⼀元管理を可能とすることとなるため，これに係る国⺠の理解とマイナン
バー制度の理念との調整が必要

登記情報とマイナンバーとの連携について
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